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則

　

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
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こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
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日

 

宮
城
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知
事　
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〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
四
十
七
号
中
「及

び

」
の
下
に
「医

療
法
施
行
規
則

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
四
十
八
号
中
「，

第
29条
第
３
項
及
び
第
30条
の
24

」
を
「及

び
医
療
法
施
行
規
則
第
29条
第
３
項

」
に
改

め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
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十
二
日

 

宮
城
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知
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浩　
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称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

さ
く
ら
薬
局
登
米
ま
い
や
店

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
元
町
百
八
十
五
番
地
二

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

ア
イ
ベ
ル
薬
局
大
河
原
店

柴
田
郡
大
河
原
町
大
谷
末
広
六
十
一－

一

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

と
み
や
調
剤
薬
局

富
谷
市
富
谷
仏
所
九
十
五－

一

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

森
さ
い
生
医
院

東
松
島
市
野
蒜
ヶ
丘
三
丁
目
二
十
八
番
地
三

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
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浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

森
さ
い
生
医
院

東
松
島
市
野
蒜
ヶ
丘
三
丁
目
二
十
八
番
地
三

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一

日

氏
家
胃
腸
科
内
科
医
院

多
賀
城
市
大
代
五
丁
目
四
番
三
号

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一

日

マ
ミ
エ
歯
科

加
美
郡
加
美
町
赤
塚
百
七
十
八
イ
オ
ン
ス
ー

パ
ー
セ
ン
タ
ー
加
美
店

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
九

日

宮
野
歯
科
医
院

栗
原
市
築
館
下
宮
野
町
浦
百
十
一－
五

平
成
三
十
一
年
一
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
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四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

吉
田　

真
美

訪
問
医
療
マ
ッ
サ
ー
ジ
結

石
巻
市
錦
町
三－

三
十
五　

カ
ン
テ
ィ
ー
レ

バ
ー
Ⅱ
百
二

平
成
三
十
年
十

二
月
十
八
日

佐
藤
芽
以
子

え
み
あ
す
訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
原
町
八
番
地
四　

カ

ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ム
Ⅱ　

二
百
一

平
成
三
十
一
年

一
月
九
日

栗
原
加
奈
絵

え
み
あ
す
訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
原
町
八
番
地
四　

カ

ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ム
Ⅱ　

二
百
一

平
成
三
十
一
年

一
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

嶋
本　

友
子

七
福
堂
治
療
院

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
町
百
八
十
七
番
地

平
成
三
十
一
年

一
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

病
院
の
開
設
等
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

八
十
二
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

平
成
三
十
一
年

二
月
七
日

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
高

森
山
一－

二
百
五
十
四　

出
島
住
宅
十
二
号

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

九
人
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業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
女
川

町
支
所
の
地
区

の
う
ち
出
島
の

区
域

須
田　

三
憲

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字

大
原
二
百
十
七　

大
原
住

宅
五－

三
百
一

阿
部　

哲
也

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

宮
城
県
第

八
十
三
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
女
川

町
支
所
の
地
区

の
う
ち
寺
間
の

区
域

平
成
三
十
一
年

二
月
七
日

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字

内
山
三－

一　

Ｕ
Ｃ－

一

街
区
三
画
地

須
田　

信
一
郎

牡
鹿
郡
女
川
町
出
島
字
別

当
浜
二－

八
十
一

阿
部　

勝
三
郎

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

七
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
一
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
八
日
ま
で
、
次
の
と

お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
二
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
七
日

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

伊
具
郡
丸
森
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

干
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

伊
具
郡
丸
森
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

黒
川
郡
大
郷
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

風
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

落
石
の
危
険
の
防
止

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。　　

四
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

加
美
郡
加
美
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

大
島
浪
板
線

気
仙
沼
市
小
々
汐
一
〇
七
番
七
地
先
か
ら

同
市
大
浦
五
九
番
五
地
先
ま
で

平
成
三
十
一
年

 

二
月
二
十
二
日

 

午
後
三
時

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
竹
ノ
内
沢
三
十
一
番
四

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
竹
ノ
内
沢
三
十
一
番
地

 

荒
木　

康
宏　
　
　
　
　
　
　
　

 

荒
木　

美
香　
　
　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
2
号

　
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行

期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
31年
２
月
22日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

　
　
　
 警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

30年
宮
城
県
条
例
第
86号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
31年
４
月
１
日
と
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
3
号

　
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行

に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
31年
２
月
22日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

　
　
　
 警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

　
（
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 1
条
　
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
10号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

改
正
前

改
正
後
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別
表
（
第
２
条
関
係
）

警
察
署
協
議
会

委
員
の

定
数

（
略
）

宮
城
県
仙
台
南
警
察
署
協
議
会

 
13人

（
略
）

宮
城
県
仙
台
東
警
察
署
協
議
会

 
11人

宮
城
県
泉
警
察
署
協
議
会

（
略
）

 

（
略
）

別
表
（
第
２
条
関
係
）

警
察
署
協
議
会

委
員
の

定
数

（
略
）

宮
城
県
仙
台
南
警
察
署
協
議
会

 
10人

（
略
）

宮
城
県
仙
台
東
警
察
署
協
議
会

 
10人

宮
城
県
泉
警
察
署
協
議
会

（
略
）

宮
城
県
若
林
警
察
署
協
議
会

 
10人

（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
（
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
2
条
　
警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

別
表
（
第
２
条
関
係
）

警
察
署
協
議
会

委
員
の

定
数

宮
城
県
仙
台
中
央
警
察
署
協
議
会

 
15人

（
略
）

宮
城
県
仙
台
北
警
察
署
協
議
会

 
11人

（
略
）

宮
城
県
泉
警
察
署
協
議
会

 
11人

（
略
）

宮
城
県
塩
釜
警
察
署
協
議
会

 
11人

宮
城
県
岩
沼
警
察
署
協
議
会

 
10人

（
略
）

宮
城
県
石
巻
警
察
署
協
議
会

 
11人

宮
城
県
気
仙
沼
警
察
署
協
議
会

 
9人

別
表
（
第
２
条
関
係
）

警
察
署
協
議
会

委
員
の

定
数

宮
城
県
仙
台
中
央
警
察
署
協
議
会
 
10人

（
略
）

宮
城
県
仙
台
北
警
察
署
協
議
会

 
10人

（
略
）

宮
城
県
泉
警
察
署
協
議
会

 
10人

（
略
）

宮
城
県
塩
釜
警
察
署
協
議
会

 
10人

宮
城
県
岩
沼
警
察
署
協
議
会

 
9人

（
略
）

宮
城
県
石
巻
警
察
署
協
議
会

 
10人

宮
城
県
気
仙
沼
警
察
署
協
議
会

 
6人

宮
城
県
佐
沼
警
察
署
協
議
会

 
8人

宮
城
県
登
米
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
河
北
警
察
署
協
議
会

 
6人

宮
城
県
南
三
陸
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
古
川
警
察
署
協
議
会

 
10人

宮
城
県
遠
田
警
察
署
協
議
会

 
7人

宮
城
県
若
柳
警
察
署
協
議
会

 
6人

宮
城
県
築
館
警
察
署
協
議
会

 
7人

宮
城
県
鳴
子
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
加
美
警
察
署
協
議
会

 
6人

宮
城
県
大
河
原
警
察
署
協
議
会

 
9人

宮
城
県
白
石
警
察
署
協
議
会

 
7人

宮
城
県
角
田
警
察
署
協
議
会

 
7人

宮
城
県
亘
理
警
察
署
協
議
会

 
7人

宮
城
県
佐
沼
警
察
署
協
議
会

 
6人

宮
城
県
登
米
警
察
署
協
議
会

 
4人

宮
城
県
河
北
警
察
署
協
議
会

 
4人

宮
城
県
南
三
陸
警
察
署
協
議
会

 
4人

宮
城
県
古
川
警
察
署
協
議
会

 
8人

宮
城
県
遠
田
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
若
柳
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
築
館
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
鳴
子
警
察
署
協
議
会

 
4人

宮
城
県
加
美
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
大
河
原
警
察
署
協
議
会

 
7人

宮
城
県
白
石
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
角
田
警
察
署
協
議
会

 
5人

宮
城
県
亘
理
警
察
署
協
議
会

 
5人

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
（
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 3
条
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

別
表
第
1
（
第
３
条
関
係
）

交
番
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

若
林
区
中
央

幹
部
交
番

仙
台
市
若
林

区
遠
見
塚
二

丁
目
12番
12

号

連
坊
交
番

仙
台
市
若
林

区
連
坊
二
丁

別
表
第
1
（
第
３
条
関
係
）

交
番
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）



（7）　平成31年２月22日　金曜日 第3036号宮　　城　　県　　公　　報
目
２
番
46号

河
原
町
交
番
仙
台
市
若
林

区
舟
丁
64番

地
の
13

六
郷
交
番

仙
台
市
若
林

区
六
郷
２
番

１
号

荒
井
交
番

仙
台
市
若
林

区
荒
井
二
丁

目
２
番
地
の

14

仙
台
南
警
察

署

郡
山
交
番

仙
台
市
太
白

区
郡
山
四
丁

目
８
番
21号

　

八
木
山
交
番

仙
台
市
太
白

区
八
木
山
香

澄
町
３
番
31

号

長
町
交
番
　

仙
台
市
太
白

区
長
町
南
一

丁
目
１
番
22

号

南
仙
台
交
番
仙
台
市
太
白

区
中
田
五
丁

目
３
番
20号

西
多
賀
交
番

仙
台
市
太
白

区
富
沢
二
丁

目
20番
17号

　

山
田
交
番
　

仙
台
市
太
白

区
山
田
上
ノ

台
町
７
番
77

号

東
中
田
交
番

仙
台
市
太
白

区
袋
原
六
丁

目
１
番
２
号

仙
台
南
警
察

署

長
町
交
番

仙
台
市
太
白

区
長
町
南
一

丁
目
１
番
22

号

郡
山
交
番
　

仙
台
市
太
白

区
郡
山
四
丁

目
８
番
21号

　

南
仙
台
交
番

仙
台
市
太
白

区
中
田
五
丁

目
３
番
20号

　

東
中
田
交
番
仙
台
市
太
白

区
袋
原
六
丁

目
１
番
２
号

八
木
山
交
番

仙
台
市
太
白

区
八
木
山
香

澄
町
３
番
31

号

西
多
賀
交
番

仙
台
市
太
白

区
富
沢
二
丁

目
20番
17号

　

山
田
交
番
　

仙
台
市
太
白

区
山
田
上
ノ

台
町
７
番
77

　

（
略
）

（
略
）

仙
台
東
警
察

署
卸
町
交
番

仙
台
市
若
林

区
卸
町
四
丁

目
３
番
地
の

１

（
略
）

泉
警
察
署

（
略
）

（
略
）

別
表
第
2
・
別
表
第
3
　
（
略
）

別
表
第
4
（
第
４
条
関
係
）

　
仙
台
中
央
警
察
署

名
称

受
持
区
域

号

（
略
）

（
略
）

仙
台
東
警
察

署

（
略
）

泉
警
察
署

（
略
）

若
林
中
央
交

番

仙
台
市
若
林

区
遠
見
塚
二

丁
目
12番
12

号

卸
町
交
番

仙
台
市
若
林

区
卸
町
四
丁

目
３
番
地
の

１

若
林
警
察
署
連
坊
交
番

仙
台
市
若
林

区
連
坊
二
丁

目
２
番
46号

河
原
町
交
番
仙
台
市
若
林

区
舟
丁
64番

地
の
13

荒
井
交
番

仙
台
市
若
林

区
荒
井
二
丁

目
２
番
地
の

14

六
郷
交
番

仙
台
市
若
林

区
六
郷
２
番

１
号

（
略
）

別
表
第
2
・
別
表
第
3
　
（
略
）

別
表
第
4
（
第
４
条
関
係
）

　
仙
台
中
央
警
察
署

名
称

受
持
区
域
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（
略
）

五
橋
交
番

仙
台
市
青
葉
区
の
う
ち

五
橋
一
丁
目
、
五
橋
二
丁

目
、
片
平
二
丁
目
、
北
目
町
、

米
ヶ
袋
一
丁
目
か
ら
米
ヶ
袋

三
丁
目
ま
で
、
中
央
一
丁
目

（
１
番（
８
号
及
び
10号
））、

土
樋
一
丁
目

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

五
橋
三
丁
目
（
１
番
か
ら
４

番
ま
で
及
び
５
番
（
１
号
か

ら
48号

ま
で
を
除
く
。））、

清
水
小
路
、
新
寺
一
丁
目

（
１
番
、
２
番
、
３
番
（
18

号
か
ら
45号

ま
で
を
除

く
。）、
４
番
（
18号
か
ら
31

号
ま
で
を
除
く
。）、
５
番
、

６
番
及
び
７
番
（
17号
か
ら

41号
ま
で
を
除
く
。））、

東
七
番
丁

（
略
）

　
仙
台
南
警
察
署

名
称

受
持
区
域

若
林
区
中
央

幹
部
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

一
本
杉
町
、
木
ノ
下
一
丁
目

か
ら
木
ノ
下
五
丁
目
ま
で
、

椌
木
通
、
白
萩
町
、
志
波
町
、

遠
見
塚
一
丁
目
か
ら
遠
見
塚

三
丁
目
ま
で
、
中
倉
一
丁
目

か
ら
中
倉
三
丁
目
ま
で
、
西

新
丁
、
東
新
丁
、
古
城
一
丁

目
か
ら
古
城
三
丁
目
ま
で
、

保
春
院
前
丁
、
南
小
泉
一
丁

目
か
ら
南
小
泉
四
丁
目
ま

で
、
大
和
町
一
丁
目
か
ら
大

和
町
五
丁
目
ま
で

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

荒
町
、
石
垣
町
、
石
名
坂
、

（
略
）

五
橋
交
番

仙
台
市
青
葉
区
の
う
ち

五
橋
一
丁
目
、
五
橋
二
丁

目
、
片
平
二
丁
目
、
北
目
町
、

米
ヶ
袋
一
丁
目
か
ら
米
ヶ
袋

三
丁
目
ま
で
、
中
央
一
丁
目

（
１
番（
８
号
及
び
10号
））、

土
樋
一
丁
目

（
略
）

　
仙
台
南
警
察
署

名
称

受
持
区
域

連
坊
交
番

五
橋
三
丁
目
（
５
番
（
１
号

か
ら
48号

ま
で
）
及
び
６

番
）、
裏
柴
田
町
、
表
柴
田

町
、
五
十
人
町
、
三
百
人
町
、

新
寺
一
丁
目
（
３
番
（
18号

か
ら
45号
ま
で
）、４

番
（
18

号
か
ら
31号

ま
で
）、
７
番

（
17号
か
ら
41号
ま
で
）
及

び
８
番
）、
新
寺
二
丁
目
か

ら
新
寺
五
丁
目
ま
で
、
土
樋

一
丁
目
、
土
樋
、
成
田
町
、

二
軒
茶
屋
、
東
八
番
丁
、
東

九
番
丁
、
南
鍛
冶
町
、
元
茶

畑
、
弓
ノ
町
、
連
坊
一
丁
目
、

連
坊
二
丁
目
、
連
坊
小
路

河
原
町
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

河
原
町
一
丁
目
、
河
原
町
二

丁
目
、
穀
町
、
新
弓
ノ
町
、

畳
屋
丁
、
堰
場
、
八
軒
小
路
、

舟
丁
、
文
化
町
、
南
石
切
町
、

南
小
泉
（
八
軒
小
路
）、
南

材
木
町
、
南
染
師
町
、
六
十

人
町
、
若
林
一
丁
目
か
ら
若

林
七
丁
目
ま
で

六
郷
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

荒
井
（
境
東
、
北
遠
十
丁
、

松
岡
及
び
十
呂
盤
）、
飯
田
、

井
土
、
今
泉
一
丁
目
、
今
泉

二
丁
目
、
今
泉
、
沖
野
一
丁

目
か
ら
沖
野
七
丁
目
ま
で
、

沖
野
、
上
飯
田
一
丁
目
か
ら

上
飯
田
四
丁
目
ま
で
、
上
飯

田
、
三
本
塚
、
下
飯
田
（
屋

敷
東
２
番
地
を
除
く
。）、
四

郎
丸
、
種
次
、
日
辺
、
藤
塚
、

二
木
、
六
郷

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

荒
井
一
丁
目
か
ら
荒
井
八
丁

目
ま
で
、
荒
井
（
境
東
、
北

遠
十
丁
、
松
岡
及
び
十
呂
盤
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荒
井
交
番

を
除
く
。）、
荒
井
東
一
丁

目
、
荒
井
東
二
丁
目
、
荒
井

南
、
荒
浜
、
荒
浜
新
一
丁
目
、

荒
浜
新
二
丁
目
、
伊
在
一
丁

目
か
ら
伊
在
三
丁
目
ま
で
、

伊
在
、
か
す
み
町
、
霞
目
一

丁
目
、
霞
目
二
丁
目
、
霞
目
、

蒲
町
、蒲
町
東
、下
飯
田（
屋

敷
東
２
番
地
）、
長
喜
城
、

遠
見
塚
東
、
な
な
い
ろ
の
里

一
丁
目
か
ら
な
な
い
ろ
の
里

三
丁
目
ま
で
、
六
丁
目
（
左

近
堀
、
柳
堀
東
、
柳
堀
南
、

地
蔵
前
及
び
南
）、
六
丁
の

目
元
町

郡
山
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

あ
す
と
長
町
一
丁
目
か
ら
あ

す
と
長
町
四
丁
目
ま
で
、
郡

山
一
丁
目
か
ら
郡
山
八
丁
目

ま
で
、
郡
山
、
諏
訪
町
、
八

本
松
一
丁
目
、
八
本
松
二
丁

目
、
東
大
野
田
、
東
郡
山
一

丁
目
、
東
郡
山
二
丁
目
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

八
木
山
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

青
山
一
丁
目
、
青
山
二
丁

目
、
大
塒
町
、
恵
和
町
、
越

路
、桜
木
町
、長
町（
越
路
）、

長
嶺
、萩
ヶ
丘
、二
ツ
沢（
１

番
か
ら
９
番
ま
で
を
除

く
。）、
松
ヶ
丘
、
向
山
一
丁

目
か
ら
向
山
四
丁
目
ま
で
、

茂
ヶ
崎
一
丁
目
か
ら
茂
ヶ
崎

四
丁
目
ま
で
、
八
木
山
香
澄

町
、
八
木
山
東
一
丁
目
、
八

木
山
東
二
丁
目
、
八
木
山
本

町
一
丁
目
、
八
木
山
本
町
二

長
町
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

大
野
田
一
丁
目
か
ら
大
野
田

五
丁
目
ま
で
、
大
野
田
、
鹿

野
一
丁
目
か
ら
鹿
野
三
丁
目

ま
で
、
鹿
野
本
町
、
砂
押
町
、

砂
押
南
町
、
太
子
堂
、
長
町

一
丁
目
か
ら
長
町
八
丁
目
ま

で
、
長
町
南
一
丁
目
か
ら
長

町
南
四
丁
目
ま
で
、
根
岸

町
、
二
ツ
沢
（
１
番
か
ら
９

番
ま
で
）、
南
大
野
田
、
門

前
町

郡
山
交
番
　

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

あ
す
と
長
町
一
丁
目
か
ら
あ

す
と
長
町
四
丁
目
ま
で
、
郡

山
一
丁
目
か
ら
郡
山
八
丁
目

ま
で
、
郡
山
、
諏
訪
町
、
八

本
松
一
丁
目
、
八
本
松
二
丁

目
、
東
大
野
田
、
東
郡
山
一

丁
目
、
東
郡
山
二
丁
目
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丁
目
、
八
木
山
松
波
町
、
八

木
山
緑
町
、
八
木
山
弥
生

町
、
若
葉
町

長
町
交
番
　

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

大
野
田
一
丁
目
か
ら
大
野
田

五
丁
目
ま
で
、
大
野
田
、
鹿

野
一
丁
目
か
ら
鹿
野
三
丁
目

ま
で
、
鹿
野
本
町
、
砂
押
町
、

砂
押
南
町
、
太
子
堂
、
長
町

一
丁
目
か
ら
長
町
八
丁
目
ま

で
、
長
町
南
一
丁
目
か
ら
長

町
南
四
丁
目
ま
で
、
根
岸

町
、
二
ツ
沢
（
１
番
か
ら
９

番
ま
で
）、
南
大
野
田
、
門

前
町

南
仙
台
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

中
田
一
丁
目
か
ら
中
田
七
丁

目
ま
で
、
西
中
田
一
丁
目
か

ら
西
中
田
七
丁
目
ま
で
、
柳

生
一
丁
目
か
ら
柳
生
七
丁
目

ま
で
、
柳
生

西
多
賀
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

芦
ノ
口
、
泉
崎
一
丁
目
、
泉

崎
二
丁
目
、
大
谷
地
、
金
剛

沢
一
丁
目
か
ら
金
剛
沢
三
丁

目
ま
で
、
土
手
内
一
丁
目
か

ら
土
手
内
三
丁
目
ま
で
、
富

沢
一
丁
目
か
ら
富
沢
四
丁
目

ま
で
、
富
沢
（
金
剛
沢
を
除

く
。）、
富
沢
南
一
丁
目
、
富

沢
南
二
丁
目
、
富
田
、
西
多

賀
一
丁
目
か
ら
西
多
賀
五
丁

目
ま
で
、
西
の
平
一
丁
目
、

西
の
平
二
丁
目
、
三
神
峯
一

丁
目
、
三
神
峯
二
丁
目
、

緑
ヶ
丘
一
丁
目
か
ら
緑
ヶ
丘

四
丁
目
ま
で

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

鈎
取
一
丁
目
か
ら
釣
取
四
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

南
仙
台
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

中
田
一
丁
目
か
ら
中
田
七
丁

目
ま
で
、
西
中
田
一
丁
目
か

ら
西
中
田
七
丁
目
ま
で
、
柳

生
一
丁
目
か
ら
柳
生
七
丁
目

ま
で
、
柳
生
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

東
中
田
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

四
郎
丸
、
中
田
町
、
東
中
田

一
丁
目
か
ら
東
中
田
六
丁
目

ま
で
、
袋
原
一
丁
目
か
ら
袋

原
六
丁
目
ま
で
、
袋
原
　
　

　
　
　
　
　

八
木
山
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

青
山
一
丁
目
、
青
山
二
丁

目
、
大
塒
町
、
恵
和
町
、
越

路
、桜
木
町
、長
町（
越
路
）、

長
嶺
、萩
ヶ
丘
、二
ツ
沢（
１

番
か
ら
９
番
ま
で
を
除

く
。）、
松
ヶ
丘
、
向
山
一
丁

目
か
ら
向
山
四
丁
目
ま
で
、

茂
ヶ
崎
一
丁
目
か
ら
茂
ヶ
崎

四
丁
目
ま
で
、
八
木
山
香
澄

町
、
八
木
山
東
一
丁
目
、
八

木
山
東
二
丁
目
、
八
木
山
本

町
一
丁
目
、
八
木
山
本
町
二

丁
目
、
八
木
山
松
波
町
、
八

木
山
緑
町
、
八
木
山
弥
生

町
、
若
葉
町

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

芦
ノ
口
、
泉
崎
一
丁
目
、
泉
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山
田
交
番
　

目
ま
で
、
鈎
取
、
鈎
取
本
町

一
丁
目
、
鈎
取
本
町
二
丁

目
、
上
野
山
一
丁
目
か
ら
上

野
山
三
丁
目
ま
で
、
佐
保

山
、
太
白
一
丁
目
か
ら
太
白

三
丁
目
ま
で
、
富
沢
（
金
剛

沢
）、
日
本
平
、
羽
黒
台
、

旗
立
一
丁
目
か
ら
旗
立
三
丁

目
ま
で
、
人
来
田
一
丁
目
か

ら
人
来
田
三
丁
目
ま
で
、
ひ

よ
り
台
、御
堂
平
、茂
庭（
生

出
森
、
生
出
森
東
、
佐
保
山

東
、
佐
保
山
西
及
び
佐
保
山

北
）、
八
木
山
南
一
丁
目
か

ら
八
木
山
南
六
丁
目
ま
で
、

山
田
、
山
田
上
ノ
台
町
、
山

田
北
前
町
、
山
田
自
由
ヶ

丘
、
山
田
新
町
、
山
田
本
町

東
中
田
交
番

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

四
郎
丸
、
中
田
町
、
東
中
田

一
丁
目
か
ら
東
中
田
六
丁
目

ま
で
、
袋
原
一
丁
目
か
ら
袋

原
六
丁
目
ま
で
、
袋
原
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
略
）

西
多
賀
交
番

崎
二
丁
目
、
大
谷
地
、
金
剛

沢
一
丁
目
か
ら
金
剛
沢
三
丁

目
ま
で
、
土
手
内
一
丁
目
か

ら
土
手
内
三
丁
目
ま
で
、
富

沢
一
丁
目
か
ら
富
沢
四
丁
目

ま
で
、
富
沢
（
金
剛
沢
を
除

く
。）、
富
沢
南
一
丁
目
、
富

沢
南
二
丁
目
、
富
田
、
西
多

賀
一
丁
目
か
ら
西
多
賀
五
丁

目
ま
で
、
西
の
平
一
丁
目
、

西
の
平
二
丁
目
、
三
神
峯
一

丁
目
、
三
神
峯
二
丁
目
、

緑
ヶ
丘
一
丁
目
か
ら
緑
ヶ
丘

四
丁
目
ま
で
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
交
番
　

仙
台
市
太
白
区
の
う
ち

鈎
取
一
丁
目
か
ら
釣
取
四
丁

目
ま
で
、
鈎
取
、
鈎
取
本
町

一
丁
目
、
鈎
取
本
町
二
丁

目
、
上
野
山
一
丁
目
か
ら
上

野
山
三
丁
目
ま
で
、
佐
保

山
、
太
白
一
丁
目
か
ら
太
白

三
丁
目
ま
で
、
富
沢
（
金
剛

沢
）、
日
本
平
、
羽
黒
台
、

旗
立
一
丁
目
か
ら
旗
立
三
丁

目
ま
で
、
人
来
田
一
丁
目
か

ら
人
来
田
三
丁
目
ま
で
、
ひ

よ
り
台
、御
堂
平
、茂
庭（
生

出
森
、
生
出
森
東
、
佐
保
山

東
、
佐
保
山
西
及
び
佐
保
山

北
）、
八
木
山
南
一
丁
目
か

ら
八
木
山
南
六
丁
目
ま
で
、

山
田
、
山
田
上
ノ
台
町
、
山

田
北
前
町
、
山
田
自
由
ヶ

丘
、
山
田
新
町
、
山
田
本
町

（
略
）

　
仙
台
北
警
察
署
　
（
略
）

　
仙
台
東
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

卸
町
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

扇
町
三
丁
目
、
扇
町
四
丁

目
、
扇
町
七
丁
目
、
岡
田
西

町
、
鶴
巻
一
丁
目
、
鶴
巻
二

丁
目
、
日
の
出
町
三
丁
目
、

福
田
町
三
丁
目
、
福
田
町
四

丁
目
、
福
田
町
南
一
丁
目
、

福
田
町
南
二
丁
目

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

卸
町
一
丁
目
か
ら
卸
町
五
丁

目
ま
で
、
卸
町
東
一
丁
目
か

ら
卸
町
東
五
丁
目
ま
で
、
鶴

代
町
、
六
丁
目
（
赤
沼
、
赤

沼
角
及
び
細
谷
）、
六
丁
の

目
北
町
、
六
丁
の
目
中
町
、

六
丁
の
目
西
町
、
六
丁
の
目

東
町
、
六
丁
の
目
南
町

苦
竹
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

銀
杏
町
、
扇
町
一
丁
目
、
扇

町
二
丁
目
、
扇
町
五
丁
目
、

扇
町
六
丁
目
、
五
輪
二
丁
目

（
12番

か
ら
15番

ま
で
）、

新
田
五
丁
目
、
仙
石
、
苦
竹

一
丁
目
か
ら
苦
竹
四
丁
目
ま

で
、
原
町
三
丁
目
（
４
番
か

ら
８
番
ま
で
）、
原
町
五
丁

目
、
原
町
六
丁
目
、
原
町
苦

竹
、
日
の
出
町
一
丁
目
、
日

の
出
町
二
丁
目
　
　
　
、
平

成
一
丁
目
、
平
成
二
丁
目
、

南
目
館

（
略
）

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

出
花
一
丁
目
か
ら
出
花
三
丁

　
仙
台
北
警
察
署
　
（
略
）

　
仙
台
東
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

苦
竹
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

銀
杏
町
、
扇
町
一
丁
目
か
ら

扇
町
七
丁
目
ま
で
　
　
　
　

　
　
　
　
　
、
五
輪
二
丁
目

（
12番

か
ら
15番

ま
で
）、

新
田
五
丁
目
、
仙
石
、
苦
竹

一
丁
目
か
ら
苦
竹
四
丁
目
ま

で
、
原
町
三
丁
目
（
４
番
か

ら
８
番
ま
で
）、
原
町
五
丁

目
、
原
町
六
丁
目
、
原
町
苦

竹
、
日
の
出
町
一
丁
目
か
ら

日
の
出
町
三
丁
目
ま
で
、
平

成
一
丁
目
、
平
成
二
丁
目
、

南
目
館

（
略
）

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

出
花
一
丁
目
か
ら
出
花
三
丁
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高
砂
交
番

目
ま
で
、
岩
切
（
引
目
）、

栄
一
丁
目
か
ら
栄
五
丁
目
ま

で
、
白
鳥
一
丁
目
、
白
鳥
二

丁
目
、
仙
台
港
北
一
丁
目
、

仙
台
港
北
二
丁
目
、
高
砂
一

丁
目
、
高
砂
二
丁
目
、
田
子

一
丁
目
か
ら
田
子
三
丁
目
ま

で
、
田
子
、
田
子
西
一
丁
目

か
ら
田
子
西
三
丁
目
ま
で

、
中
野
一
丁
目
か
ら
中
野

五
丁
目
ま
で
、
中
野
（
高
松
、

船
入
、
西
原
及
び
牛
小
舎
を

除
く
。）、
福
住
町
、
福
田
町

一
丁
目
、
福
田
町
二
丁
目
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
、
福
室
一

丁
目
か
ら
福
室
七
丁
目
ま

で
、
福
室
（
県
道
前
、
境
四

番
）、
港
一
丁
目
か
ら
港
五

丁
目
ま
で

（
略
）

岡
田
駐
在
所

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

岡
田

、蒲
生（
七

北
田
川
の
南
側
の
地
域
）、

福
室
（
弁
当
、
平
柳
、
原
田
、

新
原
田
、
久
保
野
、
小
原
、

田
中
、
田
中
前
、
田
中
東
及

び
御
蔵
前
）

（
略
）

　
泉
警
察
署
　
（
略
）

高
砂
交
番

目
ま
で
、
岩
切
（
引
目
）、

栄
一
丁
目
か
ら
栄
五
丁
目
ま

で
、
白
鳥
一
丁
目
、
白
鳥
二

丁
目
、
仙
台
港
北
一
丁
目
、

仙
台
港
北
二
丁
目
、
高
砂
一

丁
目
、
高
砂
二
丁
目
、
田
子

一
丁
目
か
ら
田
子
三
丁
目
ま

で
、
田
子
、
田
子
西
一
丁
目

か
ら
田
子
西
三
丁
目
ま
で
、

鶴
巻
一
丁
目
、
鶴
巻
二
丁

目
、
中
野
一
丁
目
か
ら
中
野

五
丁
目
ま
で
、
中
野
（
高
松
、

船
入
、
西
原
及
び
牛
小
舎
を

除
く
。）、
福
住
町
、
福
田
町

一
丁
目
か
ら
福
田
町
四
丁
目

ま
で
、
福
田
町
南
一
丁
目
、

福
田
町
南
二
丁
目
、
福
室
一

丁
目
か
ら
福
室
七
丁
目
ま

で
、
福
室
（
県
道
前
、
境
四

番
）、
港
一
丁
目
か
ら
港
五

丁
目
ま
で

（
略
）

岡
田
駐
在
所

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

岡
田
、岡
田
西
町
、蒲
生（
七

北
田
川
の
南
側
の
地
域
）、

福
室
（
弁
当
、
平
柳
、
原
田
、

新
原
田
、
久
保
野
、
小
原
、

田
中
、
田
中
前
、
田
中
東
及

び
御
蔵
前
）

（
略
）

　
泉
警
察
署
　
（
略
）

　
若
林
警
察
署

名
称

受
持
区
域

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

一
本
杉
町
、
木
ノ
下
一
丁
目

か
ら
木
ノ
下
五
丁
目
ま
で
、

椌
木
通
、
白
萩
町
、
志
波
町
、

遠
見
塚
一
丁
目
か
ら
遠
見
塚

若
林
中
央
交

番

三
丁
目
ま
で
、
中
倉
一
丁
目

か
ら
中
倉
三
丁
目
ま
で
、
西

新
丁
、
東
新
丁
、
古
城
一
丁

目
か
ら
古
城
三
丁
目
ま
で
、

保
春
院
前
丁
、
南
小
泉
一
丁

目
か
ら
南
小
泉
四
丁
目
ま

で
、
大
和
町
一
丁
目
か
ら
大

和
町
五
丁
目
ま
で

卸
町
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

卸
町
一
丁
目
か
ら
卸
町
五
丁

目
ま
で
、
卸
町
東
一
丁
目
か

ら
卸
町
東
五
丁
目
ま
で
、
鶴

代
町
、
六
丁
目
（
赤
沼
、
赤

沼
角
及
び
細
谷
）、
六
丁
の

目
北
町
、
六
丁
の
目
中
町
、

六
丁
の
目
西
町
、
六
丁
の
目

東
町
、
六
丁
の
目
南
町

連
坊
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

荒
町
、
石
垣
町
、
石
名
坂
、

五
橋
三
丁
目
、
裏
柴
田
町
、

表
柴
田
町
、
五
十
人
町
、
三

百
人
町
、
清
水
小
路
、
新
寺

一
丁
目
か
ら
新
寺
五
丁
目
ま

で
、
土
樋
一
丁
目
、
土
樋
、

成
田
町
、
二
軒
茶
屋
、
東
七

番
丁
、
東
八
番
丁
、
東
九
番

丁
、
南
鍛
冶
町
、
元
茶
畑
、

弓
ノ
町
、
連
坊
一
丁
目
、
連

坊
二
丁
目
、
連
坊
小
路

河
原
町
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

河
原
町
一
丁
目
、
河
原
町
二

丁
目
、
穀
町
、
新
弓
ノ
町
、

畳
屋
丁
、
堰
場
、
八
軒
小
路
、

舟
丁
、
文
化
町
、
南
石
切
町
、

南
小
泉
（
八
軒
小
路
）、
南

材
木
町
、
南
染
師
町
、
六
十

人
町
、
若
林
一
丁
目
か
ら
若

林
七
丁
目
ま
で

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち
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荒
井
交
番

荒
井
一
丁
目
か
ら
荒
井
八
丁

目
ま
で
、
荒
井
（
境
東
、
北

遠
十
丁
、
松
岡
及
び
十
呂
盤

を
除
く
。）、
荒
井
東
一
丁

目
、
荒
井
東
二
丁
目
、
荒
井

南
、
荒
浜
、
荒
浜
新
一
丁
目
、

荒
浜
新
二
丁
目
、
伊
在
一
丁

目
か
ら
伊
在
三
丁
目
ま
で
、

伊
在
、
か
す
み
町
、
霞
目
一

丁
目
、
霞
目
二
丁
目
、
霞
目
、

蒲
町
、蒲
町
東
、下
飯
田（
屋

敷
東
２
番
地
）、
長
喜
城
、

遠
見
塚
東
、
な
な
い
ろ
の
里

一
丁
目
か
ら
な
な
い
ろ
の
里

三
丁
目
ま
で
、
六
丁
目
（
左

近
堀
、
柳
堀
東
、
柳
堀
南
、

地
蔵
前
及
び
南
）、
六
丁
の

目
元
町

六
郷
交
番

仙
台
市
若
林
区
の
う
ち

荒
井
（
境
東
、
北
遠
十
丁
、

松
岡
及
び
十
呂
盤
）、
飯
田
、

井
土
、
今
泉
一
丁
目
、
今
泉

二
丁
目
、
今
泉
、
沖
野
一
丁

目
か
ら
沖
野
七
丁
目
ま
で
、

沖
野
、
上
飯
田
一
丁
目
か
ら

上
飯
田
四
丁
目
ま
で
、
上
飯

田
、
三
本
塚
、
下
飯
田
（
屋

敷
東
２
番
地
を
除
く
。）、
四

郎
丸
、
種
次
、
日
辺
、
藤
塚
、

二
木
、
六
郷

　
塩
釜
警
察
署
～
亘
理
警
察
署
　
（
略
）

　
塩
釜
警
察
署
～
亘
理
警
察
署
　
（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
 4
条
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
細
則
（
平
成
22年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
11号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

別
表
第
2
（
第
17条
関
係
）

活
動
区
域

人
数

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
仙

台
南
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
4

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
泉

警
察
署
の
管
轄
区
域

（
略
）

 

（
略
）

別
表
第
2
（
第
17条
関
係
）

活
動
区
域

人
数

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
仙

台
南
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
3

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
泉

警
察
署
の
管
轄
区
域

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
若

林
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
1

（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
（
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正
）

第
 5
条
　
宮
城
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

別
表
第
3
（
第
52条
関
係
）

活
動
区
域

定
数

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
仙

台
南
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
20

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
仙

台
東
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
20

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
泉

警
察
署
の
管
轄
区
域

 
18

 

別
表
第
3
（
第
52条
関
係
）

活
動
区
域

定
数

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
仙

台
南
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
17

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
仙

台
東
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
16

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
泉

警
察
署
の
管
轄
区
域

 
17

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
若

林
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
14
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（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
石

巻
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
20

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
佐

沼
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
12

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
古

川
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
16

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
白

石
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
11

（
略
）

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
石

巻
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
17

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
佐

沼
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
11

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
古

川
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
15

（
略
）

条
例
別
表
に
規
定
す
る
宮
城
県
白

石
警
察
署
の
管
轄
区
域

 
10

（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
 　
こ
の
規
則
は
、
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
30年
宮
城
県
条
例
第
86号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定
は
、
平
成

31年
10月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
 　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
警
察
署
協
議
会
の
委
員
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及

び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
及
び
警
察
署
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
署

の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
の
規
定
に
よ
り
、
警
察
署
の

管
轄
区
域
に
変
更
の
あ
っ
た
地
域
を
居
住
地
、
勤
務
先
又
は
主
た
る
活
動
地
域
と
し
て
い
る
警
察
署
協
議
会
の
委
員

で
あ
る
も
の
は
、
新
条
例
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
警
察
署
協
議
会
の
委
員
と
す
る
。
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